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※本資料は、令和７年度に実施した集団指導において寄
せられた質問に対する回答集です。

※本資料内では、一部の法令等の名称について、略称で
示しています。別資料「主な関係法令等一覧」をご確認く
ださい。
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●【居宅系】集団指導資料の訂正

＜質問事項＞
訪問介護は協力医療機関を掲示しなければならないと書かれていたが、
協力医療機関は努力義務ではないのでしょうか。

5

以下の省令に規定される重要事項の掲示について、「協力医療機関」
の掲示は規定されていませんでした。訂正してお詫びします。
・省令第37号第32条第１項（掲示）
・省令第37号第204条第１項（掲示及び目録の備え付け）
・省令第35号第53条の４第１項（掲示）
・省令第35号第274条第１項（掲示及び目録の備え付け
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当該指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の
概要、従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選
択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな
い。

（省令第37号第32条第１項）

ロ 訪問介護員等の勤務体制については､職種ごと､常勤・非常勤ごと
等の人数を掲示する趣旨であり、訪問介護員等の氏名まで掲示する
ことを求めるものではないこと。

（老企第25号第三の一の３（24）①ロ）

○居宅系サービス 資料P34 訂正版
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●【共通】高知県電子申請サービスについて

＜質問事項＞
届出等、電子申請で行っていますが、届出に必要な様式等を探すこと
に時間を要すことがあり、簡潔に検索できる方法があればありがたい
です。

8

介護保険事業の届出や運営指導の事前提出資料の提出先等、利用頻度
の高いＵＲＬを次のページにまとめました。
加算算定に伴い提出を要する別紙は、「介護給付費算定に係る体制等状
況一覧表」備考シートに対応する別紙の番号が記載されています。
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○介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式について
（体制等に関する届出書、体制状況一覧表、各種様式掲載）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2015040200158/

○高知県電子申請サービス
（介護保険法等に基づく運営指導 事前提出資料及び改善措置報告書提出先）

https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_initDisplay

○介護保険最新情報
（厚生労働省各課通知の最新情報掲載ページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
kaigo_koureisha/index_00010.html
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○高知県電子申請サービス 使い方（概要）

介護保険法等に基づく運営指導の事前提出資料及び改善措置報告について
は、原則「高知県電子申請サービス」により提出をお願いしています。
提出資料の様式についても電子申請サービスに掲載しておりますので、次の
ページから、簡単に利用方法を説明します。
なお、事前に利用者登録が必要となりますので、まだお済みでない方は、「新規
登録」から利用者登録を行ってください。
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○高知県電子申請サービス 使い方（概要）

「オンライン申請手続き」
をクリック
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○高知県電子申請サービス 使い方（概要）

利用者登録がまだの方は
「新規登録」から、利用者登録を

行ってください。
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○高知県電子申請サービス 使い方（概要）

キーワードに
「介護保険法」
を入力して検索
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○高知県電子申請サービス 使い方（概要）

運営指導の対象となるサービスの種類
（居宅サービス又は施設サービス）に
よって、入口が違うので注意してください。

運営指導の対象となるサービスの種類
（居宅サービス又は施設サービス）に
よって、入口が違うので注意してください。
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●【共通】介護サービス情報公表システムについて

＜質問事項＞
（１）介護サービス情報公表システムは、どのようなシステムですか。
（２）全ての事業者が情報を掲載しないといけないでしょうか。
（３）掲載する重要事項等について、簡単に説明して欲しい。
（４）貸借対照表と損益計算書を掲載する必要性について説明して欲
しい。

介護サービス情報公表システムについて、
次のページからまとめて説明していますので、ご確認ください。
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（１）介護サービス情報公表システムとは

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 国（厚生労働省）が運営している、介
護サービス事業所の情報をまとめて
公開しているウェブサイト。
簡単に言えば、「全国の介護サービス
事業所の情報を検索できる公式デー
タベース」。
掲載している情報は大きく２種類
①法律で決まっている基本情報（事
業者名、連絡先等）
②事業所が行っている取組や自己評
価に関する情報
※同じ形式で公開されているので利
用者が比較しやすくなっています。
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（２）介護サービス情報公表システムへの情報の掲載について

なお、介護サービス情報公表システムにデータを掲載することが必須となってい
るのは、既存事業所（当該年度に新規に開設した事業所以外）において、前年度
の介護報酬実績が100万円を超える事業所のみとなっていますので、多くの場合、
居宅療養管理指導に係る事業については公表は任意となります。
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（３）介護サービス情報公表システムに掲載する重要事項等
について

介護サービス情報公表システムにおける重要事項は、サービスの利用者に交付
する重要事項説明書に記載する内容と同様のものを記載することとなっており、
利用者が事業所の信頼性を判断するための基礎情報となります。
記載する内容は、
①事業所名
②事業所番号
③所在地
④電話番号・ＦＡＸ
⑤管理者名
⑥従事者（歯科医師・歯科衛生士）の人数・勤務形態

例：歯科医師○名、歯科衛生士○名（常勤/非常勤）
などになります。

質問のあった居宅療養管理指導
の場合を記載するよ
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○介護サービス情報公表システムへの重要事項の掲示について

重要事項説明書の掲載方法につきましては、下記ＵＲＬに掲載方法の
説明がありますのでご確認ください。
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kaigo-kouhyou/file_contents/
file_2025321592540_1.pdf

指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブ
サイト*に掲載しなければならない。

（省令第37号第32条第３項）
＊ウェブサイトとは

法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムをいう。
（老企第25号第三の一の３（24）①）
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（４）介護サービス情報公表システムへの

賃借対照表・損益計算書の公表の必要性について

介護保険法第115条の35、介護保険法施行規則第140条の45の規定及び
令和６年10月18日に厚生労働省が発出した通知
（「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正について（通知））
に基づき、事業所等の財務状況が分かる書類（財務諸表又は計算書類等）を報告
しなければならないとされています。
（例外：既存事業所（当該年度に新規に開設した事業所以外）において、
前年度の介護報酬実績が100万円以下の事業所は対象外となります。）
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「「介護サービス情報の公表」制度の施行
について（通知）」は、介護保険最新情報
vol.1322（令和６年10月18日 厚生労働

省老健局発行）
下記ＵＲＬから確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001
318446.pdf

（４）介護サービス情報公表システムへの

賃借対照表・損益計算書の公表の必要性について
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「財務諸表」 報告方法については、
下記ＵＲＬに説明がありますのでご確認ください。

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kaigo-
kouhyou/file_contents/file_2025745101939_1.pdf

（４）介護サービス情報公表システムへの

賃借対照表・損益計算書の公表の必要性について
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●【居宅療養】指示期間の取扱いについて
＜質問事項＞

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和３年４月９日）」において、指示期間に
ついては、１か月以内（薬剤師への指示の場合は処方日数（当該処方のうち最も長いもの）又は１か
月のうち長い方の期間以内）の指示を行う場合は記載不要であり、緊急等やむを得ない場合は後日指
示期間を文書等により示すこととされているかと思います。

下記のケースにおいて、条件を満たさなくなる場合が発生するのではないか、その場合の対応が気に
なっています。
（１）週１回の居宅療養管理指導を実施している方において、
（２）残薬が生じて、予め医師に報告。処方日数が変更された状態で処方箋が交付された場合、
（３）かつ、処方日から次回往診日(処方日)まで、１カ月以上の期間が空く場合です。

条件を満たさないことが分かった時点で、疑義照会等の対応が必要になるでしょうか。

25

居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示期間については、質問事項下線部のとおり取
扱いが示されています。
お示しいただいた事例では、（２）の時点で医師から処方日数の変更指示が行われ、処方せんが再
発行された場合、処方日数＞１か月となり、処方日数の期間中は指示期間の記載は不要であると考え
られます。
個別の事例で判断が必要な場合は、別途お問い合わせください。
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●【通所介護】サービス提供中の予防接種について

＜質問事項＞
通所介護の提供中に、感染症の予防を目的とした予防接種を実施した
いと考えています。介護報酬請求上の取扱いなど、注意事項があれば
教えてください。

27

通所介護提供中の医療機関受診（予防接種含む）は、緊急やむを得ない
場合を除き認められていません。
また、事業所において介護保険サービス提供中に保険外サービスを実施
する場合は、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する
場合の取扱いについて」を踏まえた取扱いが必要です。
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Ｑ 通所サービスと併設医療機関等の受診について。

Ａ 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は
緊急やむを得ない場合を除いて認められない。

また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機
械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利
用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われる
べきものである。

（平成15年５月30日介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るＱ＆Ａ）
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Ｑ 緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)
の受診による通所サービスの利用の中止について

Ａ 併設医療機関等における保険請求が優先され､通所サービスについて
は変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。

（平成15年５月30日介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るＱ＆Ａ）



厚生労働省ＨＰにおいて、「介護サービス
関係Ｑ＆Ａ」が公開されています。
当資料Ｐ17、Ｐ18で示したＱ＆Ａなど、現
在適用されている通知を確認することがで
きます。

30

下記ＵＲＬから確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/
bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/

qa/
index.html



「介護保険サービスと保険外サービスを組み
合わせて提供する場合の取扱いについて」は、
介護保険最新情報vol.678（平成30年９月28
日 厚生労働省老健局発行）においてその取り
扱いが示されています。

31

下記ＵＲＬから確認できます。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-

files/
documents/2018/0928174308379/ksvol6

78.pdf
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●【通所介護】機能訓練指導員の兼務について

＜質問事項＞
個別機能訓練加算を算定する場合、「専ら機能訓練指導員の職務に従
事する理学療法士等」の配置が求められます。
この機能訓練指導員は、管理者と兼務することが認められますか。

33

個別機能訓練加算の算定時、管理者と機能訓練指導員の兼務は認められ
ないことが令和３年度報酬改定時に発出されています。
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問58 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理
学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護（指定地域密着型通所介護）事業所に
配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。

（答）
・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理
者を置くこと（ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所
介護等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従
事することができる。）とされている。

・一方で、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおける人員配置基準は、専ら機能訓練指導員
の職務に従事する理学療法士等を配置することを求めるものであることから、指定通所介
護等事業所に配置が義務づけられている管理者が、管理者としての職務に加えて、機能訓
練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼ねることにより、同基準を満たすことはでき
ないものである。
（令和３年３月26日介護保険最新情報vol.952

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について
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○個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又はロについて

＜質問事項＞
曜日によって確保できる理学療法士等の人員が異なるため、要件を満
たす加算が異なります。
この場合、次の点についてどのように対応したらよいか教えてくださ
い。
（１）加算の届出(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)の書き方
（２）実際の請求の方法



（１）加算の届け出
曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっ

ては、「加算Ⅰロ」と記載させることとする。
（２）請求の方法

「加算Ⅰロ」と記載した場合であっても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に必要な人員
配置要件のみを満たしている曜日においては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することは
可能である。

（令和３年３月26日介護保険最新情報vol.952
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について

問61より）
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（１）は、保険者への届出時に使用する「別紙１－１」に記載することとなります。
次ページで通所介護の該当箇所を示します。
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このほか、介護保険事業に関する問い合わせは、
高知県長寿社会課（介護事業者担当）又は
高知県福祉指導課（介護指導担当）で対応しています。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
また、集団指導のアンケートでいただいた質問について
は、アンケートの集約後、福祉指導課ホームページにおい
て回答を掲載する予定です。


